
　

太
陽
光
発
電
施
設
の
設
置
お
よ
び
低
公

害
車
購
入
に
対
す
る
補
助
金
の
申
請
受
付

（
平
成
22
年
度
分
）
を
開
始
し
ま
す
。

　

要
綱
お
よ
び
申
請
様
式
な
ど
が
、
こ
れ

ま
で
と
異
な
り
ま
す
の
で
、
詳
し
く
は
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
高
効
率
給
湯
器
設
置
に
対
す
る
補
助
金

は
、
平
成
22
年
度
か
ら
廃
止

▼
エ
コ
エ
ネ
推
進
室

☎
23
局
７
４
０
１　

23
局
０
１
８
０

■
高
額
療
養
費
に
つ
い
て

　

福
祉
医
療
費
（
子
ど
も
・
障
害
者
・
母

子
家
庭
等
）
受
給
者
証
を
使
用
し
て
診
療

を
受
け
た
場
合
は
、
医
療
費
の
自
己
負
担

分
は
本
人
に
代
わ
っ
て
田
原
市
が
負
担
し
て

い
ま
す
の
で
、
保
険
者
か
ら
支
給
さ
れ
る

高
額
療
養
費
は
市
が
受
け
取
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。
そ
の
場
合
、
市
が
保
険
者
か
ら

高
額
療
養
費
を
受
け
取
る
た
め
に
被
保
険

者
の
方
の
同
意
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、

対
象
の
方
に
は
別
途
お
知
ら
せ
を
し
ま
す
。

※
被
保
険
者
の
方
が
保
険
者
か
ら
高
額
療

養
費
の
支
給
を
直
接
受
け
た
場
合
は
、
市

へ
返
還
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

◉
高
額
療
養
費
制
度
と
は　

　

１
か
月
の
医
療
費
の
自
己
負
担
額
が
高

額
に
な
り
、
一
定
の
金
額
（
自
己
負
担
限

度
額
）
を
超
え
た
と
き
は
、
そ
の
超
え
た

額
が
高
額
療
養
費
と
し
て
後
日
、
加
入
す

る
保
険
者
（
健
保
組
合
・
共
済
組
合
な
ど
）

か
ら
支
給
さ
れ
ま
す
。

■
変
更
手
続
き
に
つ
い
て

　

福
祉
医
療
費
（
子
ど
も
・
障
害
者
・
母

子
家
庭
等
・
精
神
・
後
期
高
齢
者
福
祉
）

受
給
者
証
を
お
持
ち
の
方
で
、
次
に
該
当

す
る
方
は
変
更
の
手
続
き
が
必
要
で
す
。

◦
氏
名
変
更
や
転
居
を
し
た

◦
加
入
し
て
い
る
医
療
保
険
を
変
更
し
た

◦
身
体
障
害
者
手
帳
・
療
育
手
帳
の
級
が

変
更
に
な
っ
た

◦
勤
務
先
の
本
社
の
住
所
が
変
更
に
な

り
、
管
轄
す
る
年
金
事
務
所
な
ど
が
変

わ
っ
た

◦
勤
務
先
で
加
入
す
る
保
険
の
保
険
証
の

記
号
番
号
が
変
更
に
な
っ
た
　

　

※
例
＝
政
府
管
掌
健
康
保
険
（
オ
レ
ン

ジ
色
）
か
ら
全
国
健
康
保
険
協
会
（
水

色
）
の
保
険
証
に
な
っ
た

◦
勤
務
先
で
加
入
す
る
健
康
保
険
組
合
な

ど
が
解
散
し
て
、
新
し
い
記
号
番
号
で

保
険
証
が
交
付
さ
れ
た

※
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
保
険
年
金
課

☎
23
局
３
５
１
４　

23
局
０
１
８
０

　

下
水
道
を
使
え
る
区
域
が
次
の
と
お
り

拡
大
し
ま
し
た
。
今
回
、
新
た
に
使
え
る

よ
う
に
な
っ
た
方
や
、
す
で
に
使
え
る
区

域
で
ま
だ
接
続
を
さ
れ
て
い
な
い
方
は
、

快
適
な
生
活
環
境
の
実
現
の
た
め
、
接
続

に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
接
続
工
事
は
市
指
定
の
排
水
設

備
指
定
工
事
店
が
行
い
ま
す
の
で
、
直
接

工
事
店
へ
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

▼
拡
大
区
域
＝
鎌
田
地
区
の
一
部
（
公
共

下
水
道
）、
保
美
・
中
山
地
区
の
一
部
（
公

共
下
水
道
）　

▼
供
用
開
始
日
＝
３
月
31

日
（
水
）　

▼
そ
の
他
＝
対
象
世
帯
に
は

通
知
お
よ
び
回
覧
で
お
知
ら
せ
し
て
い
ま

す
が
、
不
明
な
点
が
あ
り
ま
し
た
ら
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
下
水
道
課　

☎
23
局
３
５
２
５　

22
局
３
１
８
４

▼
下
水
道
課
（
渥
美
支
所
内
）

☎
33
局
１
１
１
３　

32
局
２
５
０
６

　

愛
知
県
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
被
保
険

者
の
皆
さ
ん
の
健
康
保
持
・
増
進
を
目
的

に
、
表
に
あ
る
協
定
保
養
所
を
宿
泊
利
用

す
る
場
合
、
１
人
１
泊
に
つ
き
１
０
０
０

円
（
平
成
23
年
３
月
31
日
ま
で
の
宿
泊
分

に
対
し
、全
保
養
所
合
わ
せ
て
４
泊
ま
で
）

を
助
成
し
ま
す
。

　

利
用
す
る
場
合
は
、
協
定
保
養
所
へ
直

接
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
お
申
し
込
み

の
際
に
「
愛
知
県
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

被
保
険
者
」
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
て
く
だ

さ
い
。
宿
泊
当
日
に
、
利
用
さ
れ
る
保
養

所
の
窓
口
で
後
期
高
齢
者
医
療
の
保
険
証

を
提
示
し
、利
用
カ
ー
ド
の
交
付
（
押
印
）

を
受
け
る
と
、
精
算
時
に
通
常
料
金
に
対

し
１
０
０
０
円
が
助
成
さ
れ
ま
す
。

※
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
愛
知
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
給
付
課

☎（
０
５
２
）９
５
５
局
１
２
０
５

エ
コ
エ
ネ
ル
ギ
ー
導
入
等
補
助
金

申
請
受
付
を
開
始

下
水
道
接
続
に
ご
協
力
を
！

愛
知
県
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の

協
定
保
養
所
利
用
助
成
事
業

所在地 協定保養所名 問い合わせ先

犬山市 レイクサイド入鹿 ☎（0568）67局 3811

桑名市 名古屋市休養温泉ホーム松ケ島 ☎（0594）42局 3330

東浦町 あいち健康プラザ ☎（0562）82局 0235

田原市 シーサイド伊良湖 ☎（0531）35局 1151

蒲郡市 サンヒルズ三河湾 ☎（0533）68局 4696

豊田市 豊田市百年草 ☎（0565）62局 0100

■協定保養所一覧

福
祉
医
療
費
受
給
者
証
を

お
持
ち
の
方
へ
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